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ⅰ 合併協定項目の調整状況                                      

 

合併協定項目は、自治法に基づく基本的協定項目、合併特例法に規定されている協定項目、その他合併に必要な協定項目として、25項目設

定し、合併協議会における協議により、それぞれ図表１のとおり決定しました。表中「協定内容」は各協定項目の調整方針、「実施、適用状

況等」は取扱いや実施内容を補足記載しています。 

【図表１】合併協定項目の一覧とその調整状況 

番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

1 合併の方式 1
水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川
村を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併
とする。

協定どおり合併時に実施

2 合併の期日 1 合併の期日は、平成18年２月20日とする。 協定どおり実施

3 新市の名称 1 新市の名称は、「奥州市」（おうしゅうし）とする。 協定どおり合併時に実施

4 新市の事務所の位置 1

新市の事務所の位置は、水沢市大手町一丁目１番地（現在
の水沢市役所）とし、現在の水沢市役所、江刺市役所、前
沢町役場、胆沢町役場及び衣川村役場の庁舎の位置に総合
支所を置く。

協定どおり合併時に実施

5 財産の取扱い 1

５市町村の所有する財産は、すべて新市に引き継ぐ。ただ
し、基金については、財政調整基金と減債基金を合わせ平
成16年度標準財政規模の10％を持ち寄ることを基本とす
る。

協定どおり合併時に実施

地方自治法第91条第１項に定める新市の議会議員の定数
は、34人とする。

旧市町村議会議員は旧市町村の廃
止と同時に失職
合併後最初の選挙（平成18年３月
19日執行）において協定どおり適
用
合併特例適用終了となった平成22
年3月14日執行の選挙における議
員定数34人
平成26年3月9日執行の選挙から議
員定数28人（現行）

1

ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出され
る議会議員の任期に相当する期間に限り、市町村の合併の
特例に関する法律第６条第１項に規定する議会議員の定数
に関する特例を適用し、41人とする。

6
議会議員の定数及び任
期の取扱い
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

合併後最初の選挙（平成18年３月
19日執行）において協定どおり適
用
合併特例適用終了後に執行した選
挙（平成22年3月14日）以降の選
挙区は市全域

1

新市に１つの農業委員会を置き、５市町村の農業委員会の
選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関す
る法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成
18年７月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙によ
る委員として在任する。

協定どおり合併時に実施

在任特例期間終了後の新市の農業委員会の選挙による委員
の定数等については、次のとおりとする。

協定どおり合併時に実施

①選挙による委員の定数は、40人とする。
農業委員会法改正（平成28年４月
１日施行）により次のとおり制度
変更
①農業委員の他に農地利用の最適
化を推進する農地利用最適化推進
委員を新設
②選挙と市町村長の選任（議会・
団体推薦）の併用による選任か
ら、推薦と公募による市町村長の
任命制（議会同意要件あり）に変
更
法改正に伴い、当市では平成30年
２月５日より旧市町村単位の選挙
区制を廃止、農業委員定数を24
人、農地利用最適化推進委員定数
を40人に設定

2

新市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法第15
条第６項及び公職選挙法施行令第９条の規定を適用し、合
併前の関係市町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、
各選挙区の定数は、水沢市17人、江刺市10人、前沢町５
人、胆沢町６人、衣川村３人とする。

2

6
議会議員の定数及び任
期の取扱い（続き）

②選挙区は、合併前の市町村を単位とし、その定数は、水
沢市９人、江刺市14人、前沢町５人、胆沢町９人、衣川村
３人とする。

7
農業委員会委員の定数
及び任期の取扱い
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

農業委員会法改正（平成28年４月
１日施行）により議会及び団体か
らの選任制を廃止

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月20日「奥州市農業委
員会規則」を制定し、協力員の設
置について規定
法改正に伴う規則改正（平成30年
７月20日施行）により廃止

地方税については、５市町村で取扱いが同じものは、現行
のとおりとし、差異のあるものは、次のとおりとする。

協定どおり合併時に実施

(1) 個人住民税については、納期を前沢町の例により合併
時に統一する。ただし、第１期の納期を６月１日から６月
30日までとする。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

平成21年度から均一課税

協定どおり合併後に実施

平成21年度から均一課税

(4) 軽自動車税については、納期を水沢市及び胆沢町の例
により合併時に統一し、減免規定を水沢市、江刺市、胆沢
町及び衣川村の例により合併時に統一する。なお、標識弁
償金は、水沢市の例により合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

(5) 入湯税については、税率を胆沢町の例により合併時に
統一し、非課税規定を水沢市の例により合併時に統一す
る。

協定どおり合併時に実施

3

新市の農業委員会の選任による委員の定数については、各
農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推
薦した理事又は組合員を各１人、議会が推薦した者を４人
とする。

7
農業委員会委員の定数
及び任期の取扱い（続
き）

8 地方税の取扱い 1

4
在任特例期間終了後の新市の農業委員会に農業委員協力員
（仮称）を置くことができるものとする。

(2) 法人住民税については、平成20年度までは不均一課税
とし、平成21年度に統一する。

(3) 固定資産税については、合併時は不均一課税とし、平
成21年度評価替えを目途に統一する。なお、納期は、前沢
町及び衣川村の例により合併時に統一し、減免規定は、水
沢市及び江刺市の例により合併時に統一する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成21年度から均一課税

激変緩和のため平成22年度まで経
過措置を実施し、平成23年度から
完全統一

合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村の各
区域に、市町村の合併の特例に関する法律第５条の５第１
項の規定に基づき、「地域自治区」を置く。

協定どおり合併時に実施

なお、地域自治区の設置に関し必要な事項については、別
紙「地域自治区の設置に関する協議書」に定めるとおりと
する。

「地域自治区の設置に関する協議
書」において当初地域自治区の設
置は平成28年３月31日までとして
いたが、議員発議により平成30年
３月31日まで２年間延長し、平成
29年度末で廃止

1 一般職の職員については、全て新市の職員として引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

平成18年度奥州市定員適正化計画
を策定
令和２年度から後継計画となる奥
州市定員管理計画を適用

3
職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点
から、合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

協定を前倒し合併時に統一

旧市町村間格差について段階的に
統一し、平成24年１月に統一完了

協定どおり実施

法令等に定めのない特別職の設置状況

・各区自治区長（H18～H21）

・米里財産区管理委員

(6) 国民健康保険税については、平成20年度までは不均一
課税とし、平成21年度を目途に統一する。なお、納期は、
水沢市及び江刺市の例により合併時に統一する。ただし、
第６期の納期を12月１日から12月31日までとする。

8
地方税の取扱い（続
き）

1

9 地域自治組織の取扱い 1

職員数については、合併後に定員適正化計画を策定し、定
員管理の適正化に努める。

4
給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点か
ら、合併後に統一する。

11
特別職の職員の身分の
取扱い

1
特別職の職員については、法令等の定めるところによる。
法令等の定めがない場合については、合併後新たに設置す
る。

10
一般職の職員の身分の
取扱い

2
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

条例、規則等の制定については、合併協議会で協議、承認
された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分によ
り整備する。

協定どおり合併時に実施

(1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時
制定し、施行させる必要があるもの
(2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要がある
もの

(3) 合併後、逐次制定し、施行させるもの

新市の事務組織及び機構については、住民サービスが低下
しないよう十分配慮するとともに、５市町村の庁舎と付属
施設を合理的に活用することを前提に、次のことを基本と
して整備する。

(1) 市民に分かりやすく、利用しやすい組織及び機構

(2) 市民の声を適正に反映できる組織及び機構

(3) 簡素で効率的な組織及び機構

(4) 指揮命令系統が分かりやすく、責任の所在が明確な組
織及び機構

(5) 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織及び機構

(6) 新市建設計画を円滑に遂行できる組織及び機構

一部事務組合等については、次のとおりとする。

協定どおり合併時に実施

平成20年４月１日に胆江地区広域
行政組合、胆江地区消防組合、胆
江広域水道企業団を統合し「奥州
金ケ崎行政事務組合」を発足

協定どおり合併時に実施
合併以降、基本方針をもとに順次
組織を再編
合併以降本庁舎に本庁機能を集約
していたが、平成27年度より教育
委員会事務局、協働まちづくり部
を江刺総合支所に配置
平成20年９月より水道部を胆沢総
合支所に配置
平成31年３月より都市整備部、上
下水道部を江刺総合支所に配置
平成31年度より各総合支所の課を
廃止しグループ制を導入

12 条例、規則等の取扱い 1

合併以降順次制定、施行

14
一部事務組合※等の取扱
い

1
(1) ５市町村が構成団体となっている胆江地区広域行政組
合及び岩手県市町村総合事務組合については、合併の前日
をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入す
る。

13
事務組織及び機構の取
扱い

1

 
※一部事務組合…複数の地方自治体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的に設置する行政機関。地方自治法第284条第２項に規定 
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

平成18年２月20日に胆沢地区消防
組合と江刺市消防本部 が統 合し
「胆江地区消防組合」を発足
平成20年４月１日、胆江地区広域
行政組合、胆江地区消防組合、胆
江広域水道企業団の統 合に よる
「奥州金ケ崎行政事務組合」発足
に伴い、同組合傘下の「奥州金ケ
崎行政事務組合消防本 部」 とな
る。

協定どおり合併時に実施

束稲産業開発組合は平成22年３月
31日解散

(4) 水沢市が構成団体となっている岩手県競馬組合につい
ては、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の日
に新たに加入する。

協定どおり合併時に実施

(5) ３町村（前沢町、胆沢町及び衣川村）が構成団体と
なっている岩手県自治会館管理組合については、合併の前
日をもって脱退する。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

平成20年４月１日に胆江地区広域
行政組合、胆江地区消防組合、胆
江広域水道企業団を統合し「奥州
金ケ崎行政事務組合」を発足

協定どおり合併時に実施

平成25年７月臨時総会において解
散
趣旨等については定住自立圏構想
に引き継ぎ

(8) ５市町村が構成団体となっている岩手県南第一地域視
聴覚教育協議会については、合併の前日をもって脱退し、
新市において合併の日に新たに加入する。

協定どおり合併時に実施

(2) ４市町村（水沢市、前沢町、胆沢町及び衣川村）が構
成団体となっている胆沢地区消防組合については、合併の
前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入
する。なお、江刺市消防本部は、新市設置と同時に胆沢地
区消防組合に統合する方向で組合と調整する。

(3) 前沢町が構成団体となっている束稲産業開発組合につ
いては、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の
日に新たに加入する。

(6) ４市町（水沢市、江刺市、前沢町及び胆沢町）が構成
団体となっている胆江広域水道企業団については、合併の
前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入
する。

(7) ４市町（水沢市、江刺市、前沢町及び胆沢町）が構成
団体となっている北上中部地方拠点都市地域推進協議会
は、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の日に
新たに加入する。

14
一部事務組合等の取扱
い（続き）

1
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

14
一部事務組合等の取扱
い（続き）

1
(9) ５市町村が岩手県に委託している公平委員会の事務
は、新市として岩手県に委託する。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に統一

合併時に統一できなかった使用料
は合併後に統一

2
手数料については、負担の公平の原則から、適正な料金の
あり方等について検討し、統一に努める。

協定どおり合併時に統一

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保す
るため、それぞれの実情を尊重しながら、次のとおり調整
する。

(1) 各市町村共通の団体については、次のとおりとする。

①新市との一体性を保つため、合併時に統合したほうがよ
い団体は、可能な限り合併時に統合できるよう調整に努め
る。
②国及び県の指導等に基づき設置された団体は、関係機関
との協議に基づき、そのあり方を調整する。
③統合に時間を要する団体は、将来の統合に向け検討が進
められるよう調整に努める。
(2) 各市町村独自の団体については、原則として現行のと
おりとする。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

合併時に土地開発公社 を統 合し
「奥州市土地開発公社」に再編、
平成24年度解散
農業関連公社は従来ど おり 運営
し、「社団法人水沢農業公社」は
平成25年５月31日解散
第3セクターは従来どおり運営し、
一部は解散整理

合併以降団体の意向等を尊重しな
がら統合等調整
一部団体は従来どおり運営

15
使用料、手数料等の取
扱い

1
使用料については、当分の間、原則として現行のとおりと
するが、類似の施設使用料等は、可能な限り合併時に統一
する。

16 公共的団体等の取扱い 1

(3) 公社及び第３セクターのうち統合可能なものについて
は、新市との一体性を保つため、可能な限り合併時に統合
できるよう調整に努める。ただし、統合に時間を要する場
合は、将来に向けて統合が進められるよう調整に努める。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

17
補助金、交付金等の取
扱い

1

補助金、交付金等については、事業の目的、効果等を考慮
し、廃止等整理統合を含めた調整を図る。ただし、５市町
村に共通の補助金、交付金等については、統一の方向で調
整する。

合併以降、行財政改革と並行し段
階的に整理統合

町、字の区域及び名称については、次のとおりとする。

(1) 町、字の区域については、現行のとおり新市に引き継
ぐ。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

地域自治区の廃止に伴い平成30年
４月より「区」表記を廃止

協定どおり合併時、合併後に実施

市章は協定どおり合併時に制定

市民憲章、市の花「サクラ」、鳥
「キジ」、木「モミジ」、市民歌
は平成19年２月20日制定

協定どおり合併後に実施

平成19年３月29日「非核平和都市
宣言」

協定を前倒し合併時に一部実施

合併までに調整済の表彰制度は合
併時に制定、以降順次表彰制度を
制定、施行

4 名誉市民及び名誉町民については、新市に継承する。 協定どおり合併時に実施

20
国民健康保険事業の取
扱い

1

国民健康保険事業については、被保険者に対するサービス
の均一化や負担の公平に留意し、５市町村で差異のあるも
のは、合併時に統一し、差異のないものは、現行のとおり
新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

3
表彰制度については、５市町村の現行制度に準拠し、合併
後に制定する。

18
町、字の区域及び名称
の取扱い

1
(2) 町、字の名称については、新市の名称の後にそれぞれ
「水沢区」、「江刺区」、「前沢区」、「胆沢区」、「衣
川区」を付し、字名は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

19 慣行の取扱い

1
市章については、合併時に制定し、市民憲章、市の花、
鳥、木及び市民歌は、合併後に定める。

2 都市宣言については、合併後に定める。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

1

介護保険事業については、被保険者に対するサービスの均
一化や負担の公平に留意し、５市町村で差異のあるもの
は、合併時に統一し、差異のないものは、現行のとおり新
市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2
第３期市町村介護保険事業計画については、合併前の市町
村で計画を作成し、合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

平成21年度から均一賦課

激変緩和のため平成22年度まで経
過措置

4
直営の介護保険事業所については、現行のとおり新市に引
き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

消防団については、住民の生命、身体及び財産を災害から
守るため、指揮命令系統を明確にし、迅速な対応ができる
よう次のとおり調整する。

(1) 消防団員については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

平成22年４月１日に消防団を統合

令和３年５月時点で消防団本部、
36分団を設置

協定どおり合併時に実施

合併以降機械器具及び施設を整備

1
行政区の区域及び名称については、現行のとおり新市に引
き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2 行政区長の業務内容等については、合併時に統一する。 協定どおり合併時に実施

第１号被保険者に係る介護保険料については、合併後平成
20年度までは不均一賦課とし、平成21年度を目途に統一
する。

22 消防団の取扱い 1
(2) 消防団の組織については、現行のとおり新市に引き継
ぎ、合併前の５市町村の消防団を統括する連合消防団長を
置く。ただし、５つの消防団は、平成20年度を目途に統合
し、新たな消防団組織に再編する。

(3) 現有機械器具及び施設については、すべて新市に引き
継ぎ、合併後の整備は、新市において調整する。

23 行政区の取扱い

21 介護保険事業の取扱い

3
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

24 各種事務事業の取扱い

協定どおり合併後に実施

平成18年度「奥州市男女共同参画
推進条例」制定
平成19年度「奥州市男女共同参画
計画」を策定、平成29年度に見直
し

協定どおり合併時に実施

姉妹都市交流実行委員会において
交流内容を検討し実施

24-3 電算システム 1
電算システムについては、システム導入計画を策定のう
え、住民サービスに支障をきたさないよう統合し、ネット
ワークにより運用する。

協定どおり合併時に実施

住民活動事業については、地域住民の自発的な地域づくり
活動を推進するため、次のとおり調整する。

協定どおり合併時に実施

平成24年４月市内30地区に地区セ
ンターを設置

協定どおり合併時に実施

地域づくり推進事業、市民公益活
動団体支援事業等により団体によ
る地域活動への支援を実施

協定どおり合併時に実施

地域運営交付金等により自治組織
の運営及び活動を支援

24-5 納税関係事業 1
納税関係事業については、新市において納税意識の高揚を
図るため、次のとおり調整する。

24-1 男女共同参画事
業

1

男女共同参画事業については、男女共同参画社会の実現に
向けて、合併後に男女共同参画計画を策定し、事業の推進
に努める。なお、条例については、合併後速やかに制定す
る。

24-2 姉妹都市、友好
都市事業

1
姉妹都市については、現行のとおり新市に引き継ぎ、交流
内容は、合併後に調整する。

24-4 住民活動事業 1

(1) 水沢市及び江刺市で設置している地区センターについ
ては、現行のとおり新市に引き継ぐ。

(2) 地域づくり団体及び自主活動グループ（NPO 等）の活
動支援事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合
併後に調整する。

(3) 自治会組織に対する支援事業については、現行のとお
り新市に引き継ぎ、合併後に調整する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

平成18年に「奥州市市税徴収員設
置規則」を制定し、本庁及び各総
合支所税務分室にそれぞれ市税徴
収員を配置
平成23年度末に税務分室を廃止し
徴収業務を本庁に集約

協定どおり合併時に実施

納税貯蓄組合は令和２年度末で廃
止

協定どおり合併時に実施

納税貯蓄組合の廃止に伴い、令和
２年度末で補助制度廃止

(4) 前納報奨金制度については、合併時に廃止する。 協定どおり合併時に廃止

協定どおり合併後に実施

平成19年３月に「奥州市地域防災
計画」「奥州市水防計画」「国民
保護計画」を策定
平成26年３月に「奥州市災害時要
援護者避難支援計画」を策定
令和2年３月に同計画を見直し「奥
州市避難行動要支援者避難支援計
画」を策定

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月に「奥州市災害対策
本部条例」及び「奥州市防災会議
条例」を制定

災害対策本部については、上記計画策定に伴い、合併後直
ちに整備する。
なお、計画策定までの暫定的な防災体制は、合併時に整備
する。

24-6 防災、防犯関係
事業

(1) 徴収員制度等については、合併時に調整する。

(2) 納税貯蓄組合連合会については、合併時の統合に向け
て調整に努める。

(3) 納税貯蓄組合連合会及び単位組合の補助制度について
は、合併時に調整する。

24-5 納税関係事業
（続き）

1

1
地域防災計画及び水防計画については、合併後直ちに策定
する。ただし、新計画が策定されるまでの間は、５市町村
の計画を引き継ぎ、運用する。

2
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

防災行政無線については、次のとおりとする。

①固定系（同報系）防災行政無線は、合併後に整備する。

導入を検討したところ、市全域を
カバーするためには、高額な導入
費用と維持管理費用が 必要 であ
り、費用対効果を考慮し、固定系
（同報系）防災行政無線の整備を
見送り、代替として緊急告知ラジ
オを導入し2,400台を配布した。
合併時の調整に向けて運用方法を
検討し平成24年から28年にかけて
整備・デジタル化

基地局 ２局、移動局 145局

協定どおり合併時に実施

令和３年５月現在52協定

交通指導員については、次のとおりとする。

①交通指導員は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、任
期等は、合併時に調整する。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

「奥州市交通指導隊」に再編

協定どおり合併後に実施

平成18年度に「奥州市交通安全計
画」を策定、５年間の計画期間と
し、以降計画の見直しを実施

協定どおり合併時に実施

平成18年度に「奥州市防犯協会」
を設置

24-6 防災、防犯関係
事業（続き）

6
交通安全計画については、合併後に策定する。ただし、新
計画が策定されるまでの間は、５市町村の計画を引き継
ぎ、運用する。

7
防犯事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、関係
機関、団体と連携を図りながら、安全、安心のまちづくり
を推進する。

3

②移動系防災行政無線は、統一的運用が図られるよう合併
時に調整する。

4
災害時の相互応援協定については、現行のとおり新市に引
き継ぎ、合併後に調整する。

5

②交通指導隊の組織は、合併時に再編する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

平成23年２月に「奥州市バス交通
計画」を策定、５年間の計画期間
とし、以降計画の見直しを実施
計画に基づき運転体系や運行方法
等について随時見直しを実施

2
地方路線バスの維持に関する事業については、住民の交通
手段確保のため現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

1
保健事業については、サービスの均一化や負担の公平に留
意し、５市町村で差異のあるものは合併時に統一し、差異
のないものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2
保健センター等については、現行のとおり新市に引き継
ぐ。

協定どおり合併時に実施

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月20日に「奥州市健康
づくり推進協議会設置要綱」を制
定

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月20日に「奥州市保健
指導員設置規則」を制定
平成27年４月1日に「奥州市食生
活改善推進員協議会規 約」 を改
正、協議会を１本化
保健推進員活動事業は平成25年度
で終了

協定どおり合併時に実施

平成18年度から統一して実施

協定どおり合併時に実施

平成18年度から統一して実施

24-7 地域交通関係事
業

24-8 保健事業

1
コミュニティバス等に関する事業については、現行のとお
り新市に引き継ぎ、運行経路、運行方法、運賃等は、住民
の利便性及び効率性を考慮し、合併後に調整する。

3 健康づくり推進協議会については、合併後に設置する。

4
保健推進員活動事業等については、現行のとおり新市に引
き継ぎ、合併後に調整する。

5
母子保健事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
実施方法等は、合併後に調整する。

6
予防接種事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
実施方法等は、合併後に調整する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成18年度から統一して実施

協定どおり合併時に実施

胃がん検診、大腸がん検診につい
ては、平成18年度から統一して実
施
子宮がん検診、肺がん検診につい
ては、平成19年度から統一して実
施
乳がん検診は、マンモグラフィ併
用で平成19年度から実施
自己負担金は、医療保険の負担割
合を基本とし次のとおり設定
・胃がん検診　1,500円
・肺がん検診　　500円
・大腸がん検診　500円
・乳がん検診　1,500円
・子宮がん検診1,500円

協定どおり合併時に実施

健康相談について、平成20年度ま
で調整を行い、統一せずに継続実
施
介護予防事業については、平成21
年度まで協議を行ったが、統一困
難であることから、介護保険事業
に再編
機能訓練事業については、協議の
結果、事業廃止

協定どおり合併時に実施

制度改正に伴い平成20年から特定
健康診査、長寿健康診査、一般健
康診査として実施

24-8 保健事業（続
き）

8

成人保健事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
実施方法等は、合併後に調整する。また、検診の個人負担
については、医療保険の負担割合を基本とし合併後に調整
する。

7 歯科保健事業については、合併後に調整する。

10
基本健康診査については、対象者を胆沢町の例により合併
時に統一する。また、個人負担額については、医療保険の
負担割合を基本とし合併後に調整する。

9
老人保健事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
実施方法等は、合併後に調整する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

自己負担金は、医療保険の負担割
合を基本とし、特定健康診査料を
次のとおり設定
40～69歳は2,000円
70歳以上は1,000円
長寿健康診査は1,000円
一般健康診査は2,000円

11
精神保健事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
実施方法等は、合併後に調整する。

協定を前倒し合併時から実施

24-9 病院、診療所 1
病院、診療所については、各施設とも現行のとおり新市に
引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

1
障害者福祉事業については、サービスの均一化や負担の公
平に留意し、５市町村で差異のあるものは、合併時に統一
し、差異のないものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2
在宅重度障害者等介護慰労手当支給事業については、県の
要綱に準じ、合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月20日に奥州市訪問入
浴に関する条例等関連例規を制定

協定どおり合併後に実施

福祉乗車券交付事業として平成18
年４月１日より適用

5
重度心身障害者医療費助成については、他の福祉医療との
調整を図りながら合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

1
高齢者福祉事業については、サービスの均一化や負担の公
平に留意し、５市町村で差異のあるものは、合併時に統一
し、差異のないものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

招待者年齢を平成25年度に統一、
開催方法及び補助単価を平成26年
度に統一

協定どおり合併時に実施

制度改正に伴い平成29年度末で廃
止、総合事業等に移行

24-8 保健事業（続
き）

10

2
敬老事業については、５市町村で実施内容が異なるため、
段階的に統一する。

3
高齢者生きがい活動支援事業については、胆沢町の例によ
り段階的に調整する。

24-11 高齢者福祉事業

24-10 障害者福祉事業 3
身体障害者訪問入浴サービス事業については、合併後に統
一する。

4 福祉タクシー等助成制度については、合併後に統一する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定を前倒し合併時に実施

平成18年２月20日に奥州市食の自
立支援サービス事業実施要綱を制
定
平成29年４月１日より「奥州市配
食見守りサービス事業」に再編

5
緊急通報システム事業については、水沢市及び江刺市の例
により合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

6
在宅寝たきり老人等紙おむつ給付事業については、胆沢町
の例を基本に合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

7
家族介護慰労金支給事業については、水沢市、江刺市及び
前沢町の例により合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

1
児童福祉事業については、サービスの均一化や負担の公平
に留意し、５市町村で差異のあるものは、合併時に統一
し、差異のないものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2 公立保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

3
保育料については、年齢及び階層区分は国の基準を基本と
し、徴収額は、前沢町、胆沢町及び衣川村の例を基本と
し、平成19年度を目途に統一する。

協定を前倒し平成18年度に保育料
を統一

協定どおり合併時に実施

平成19年度２月21日「奥州市立私
立保育所等運営費補助 金交 付要
綱」を制定
子ども・子育て支援法により施設
への運営経費が給付されることと
なり、同補助制度は平成30年４月
１日廃止

協定どおり合併時に実施

令和元年10月より３歳児以上の保
育料無償化

4
食の自立支援事業の事業内容については、前沢町の例によ
り段階的に調整する。

24-12 児童福祉事業

24-11 高齢者福祉事業
（続き）

4
私立保育所運営費補助制度については、現行のとおり新市
に引き継ぎ、平成19年度を目途に統一する。

5
保育料世帯内第３子以降の軽減については、胆沢町の例に
より合併時に統一する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

児童センター、放課後児童対策事
業を平成29年度より放課後児童健
全育成事業（放課後児童クラブ）
に統一
ファミリーサポートセンター事業
を平成23年度から全市域を対象に
実施
地域子育て支援センター事業は、
平成21年度に全市域で実施

協定どおり合併後に実施

施設毎に保護者や地域のニーズに
対応する形で延長保育事業を実施

1
その他福祉事業については、サービスの均一化や負担の公
平に留意し、５市町村で差異のあるものは、合併時に統一
し、差異のないものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

2
乳幼児医療費助成、父子・母子家庭医療費助成等について
は、他の福祉医療との調整を図りながら合併時に統一す
る。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

旧市町村社会福祉協議会が平成18
年４月１日合併し奥州市社会福祉
協議会を設立

補助金を一本化

協定どおり合併後に実施

平成18年度「奥州市環境基本条
例」制定

協定どおり合併後に実施

平成20年度に「奥州市環境基本計
画」を策定、平成21年度から８年
間の計画期間とし、以降計画の見
直しを実施

24-12 児童福祉事業
（続き）

6
子育て支援事業等については、地域性に配慮しながら段階
的に調整する。

1 環境基本条例については、合併後速やかに制定する。

延長保育事業等については、幼稚園との均衡を図りながら
合併後に統一する。

社会福祉協議会補助金については、合併後、協議決定す
る。

環境基本計画及び一般廃棄物処理計画については、合併後
速やかに策定する。ただし、新計画が策定されるまでの間
は、５市町村の計画を引き継ぎ、運用する。

7

24-13 その他福祉事業

3

2

24-14環境衛生事業
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

2

平成28年度に「奥州市一般廃棄物
処理基本計画」を策定、６年間の
計画期間とし、令和３年度に見直
し予定

3
一般廃棄物最終処分場（安定型）の管理運営については、
水沢市の例により合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

4
水沢市霊園の管理運営については、現行のとおり新市に引
き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

5
一般廃棄物収集運搬委託、許可及び処分業許可について
は、水沢市の例により合併時に統一する。

協定どおり合併時に実施

ごみの排出、収集運搬体制については、現行のとおり新市
に引き継ぐ。
ただし、粗大ごみの収集運搬手数料については、前沢町の
例により合併時に統一する。なお、有料指定袋制度につい
ては、合併時を目途に統一する。
し尿及び浄化槽汚泥の収集並びに処分については、現行の
とおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

ただし、手数料は、江刺市及び前沢町の例を基本に平成21
年度を目途に統一する。

平成21年度から手数料統一

8 斎事助成事業については、合併時に廃止する。 協定どおり合併時に廃止

協定どおり合併時に実施

合併時に「奥州市廃棄物不法投棄
監視員設置規則」を制定

農林関係事業については、５市町村のこれまでの経緯や地
域の特性を活かしながら、次のとおり新市に引き継ぐこと
を基本とする。

協定どおり合併後に実施

基本構想を平成28年11月策定

地域農業マスタープランは平成24
年度より各地域で策定に取り組
み、当初は市内全域32地域で策
定。その後随時見直しを行い、令
和3年度は45地域のプランとなる
見込み

24-15 農林関係事業 1
(1) 農業経営基盤強化促進法に関する基本構想及び地域農
業マスタープランについては、各市町村の計画を基に、地
域特性に配慮しながら合併後に策定する。

協定どおり合併時に実施

7

6

9
廃棄物不法投棄対策については、合併時に体制を整備し、
不法投棄の防止に努める。

24-14環境衛生事業
（続き）
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成20年度に旧市町村計画を統合
し「奥州農業振興地域整備計画」
を策定、平成23年度に見直し、以
降５年毎に定期見直しを実施。併
せて平成30年度より随時見直しを
実施

協定どおり合併後に実施

合併後に岩手ふるさと農協管内で
は奥州市西部地域水田農業推進協
議会を、岩手江刺農協管内では江
刺水田農業推進協議会をそれぞれ
設立し、農業者別生産目標を協議
会ごとに設定し農業者へ提示
平成2３年度に両協議会及び奥州市
担い手育成総合支援協 議会 を統
合、奥州市農業再生協議会を設立
し、平成24年産米より、県から示
される生産目標数量（ 現生 産目
安）を基に、認定方針作成者に生
産目安を通知

協定どおり合併後に実施

江刺金札米販売対策事業負担金、
新稲作運動推進協議会負担金、産
地づくり推進事業（果樹、花き、
野 菜 、 米 穀 等 の 各 振 興 対 策 事
業）、江刺りんごパワーアップ事
業等各種振興事業へ引き継がれて
いる。

(2) 農業振興地域整備計画については、新市建設計画等の
上位計画との整合性を図り、合併後に策定する。

24-15 農林関係事業
（続き）

1

(4) 農林業振興助成制度については、地域特性を活かした
産地づくりのため、合併後に調整する。

(3) 米生産調整対策事業については、良質米生産地帯であ
る胆江地方の更なる生産拡大が図られるよう、各市町村の
特性に配慮し、合併後に事業再編を図る。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成18年２月20日「奥州市農業者
融資基金条例」等関連例規を制定
水沢市農業者融資基金は「奥州市
農業者融資基金条例」として全市
適用としている。
新規就農者確保対策、農業者育成
及び認定農業者経営支援について
は「農業者育成資金」に統合し運
用しているほか、集落営農の運転
資金については「集落営農支援資
金」により支援
牛海綿状脳対策特別資金利子補給
事業など、合併前から引き継いだ
その他の事業については、それぞ
れの償還完了をもって終了

協定どおり合併時に実施

平成18年３月に前沢、胆沢、衣川
の３地区を対象に「おうしゅうグ
リーンツーリズム協議会」を設置
し、平成21年度より全市域に拡大

協定どおり合併時に実施

平成22年度に市単独の畜産振興事
業を統一

協定どおり合併時に実施

平成18年度より農業農村整備事業
管理計画を策定、５年間の計画期
間とし、以降毎年計画の見直しを
実施

(5) 農業者融資資金融資事業については、合併後に統一す
る。ただし、合併前に貸付けされた資金に対する利子補給
率等は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

1
24-15 農林関係事業
（続き）

(6) グリーンツーリズム推進事業については、現行のとお
り新市に引き継ぐ。ただし、各市町村のグリーンツーリズ
ム推進協議会は、従来の取り組みを尊重しつつ、合併後に
統一する。

(7) 畜産関係負担金については、国及び県の補助事業は、
現行のとおり新市に引き継ぎ、市町村単独事業は、地域特
性を活かした畜産振興のため、合併後に調整する。なお、
公共牧野については、それぞれの地域の経緯、振興策等を
踏まえつつ、合併後に調整する。

(8) 農業農村整備事業の継続事業については、現行のとお
り新市に引き継ぎ、新規事業は、合併後に農業農村整備事
業管理計画を策定し、計画的に実施する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

平成18年「奥州市森林整備計画」
を策定、７年間の計画期間（次計
画以降10年間）とし、以降計画の
見直しを実施

協定どおり合併時に実施

平成19年「奥州市松くい虫被害対
策地区実施計画」を策定、５年間
の計画期間とし、以降計画の見直
しを実施

協定どおり合併時に実施

岩手ふるさと農協管内は、平成18
年度に「奥州市西部地域水田農業
推進協議会」を設置、平成24年４
月に解散
岩手江刺農協管内は、合併前から
設置されていた「江刺市水田農業
推進協議会」を平成18年２月に
「江刺水田農業推進協議会」に名
称を改め、平成24年５月に解散
平成23年11月「奥州市農業再生協
議会」設立
平成26年「奥州市農業再生協議会
水田フル活用ビジョン」を策定
（令和３年度からは「奥州市農業
再生協議会水田収益力強化ビジョ
ン」に名称変更）

(9) 市町村森林計画については、各市町村の計画を引き継
ぎ、合併後の次期見直し時に策定する。

24-15 農林関係事業
（続き）

1

(10)松くい虫防除事業については、各市町村の計画を新市
に引き継ぎ、合併後の次期見直し時に策定する。

(11)水田農業に関することについては、国の米政策改革大
綱により平成19年度の次期対策から統一する。それまでの
間、産地づくり交付金は、各市町村地域水田農業ビジョン
達成のため、現行のとおり新市に引き継ぐ。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

農地保有合理化促進事業について
は、「岩手県農地保有合理化事業
補助金交付要領」の廃止に伴い、
農地中間管理事業等促進関連事業
へ引継
「農地集積・集約化対策事業実施
要綱」、「岩手県農地中間管理事
業等促進関連実施要綱」及び「岩
手県農地中間管理事業等促進関連
補助金交付要綱」、「奥州市機構
集積協力金交付要綱」に基づき、
統一的に事業を実施

(13)特産品開発事業については、現行のとおり新市に引き
継ぐ。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

H17年４月第２期対策開始
H22年4月第3期対策開始
H27年4月第4期対策開始
R2年4月第5期対策開始

協定どおり合併時に実施

産地づくり推進事業、江刺りんご
パワーアップ事業、地域ブランド
推進事業等へ引き継ぎ、ブランド
の生産体制強化等を図っている。

商工、観光関係事業については、５市町村のこれまでの経
緯や地域特性を尊重しながら、次のとおり新市に引き継ぐ
ことを基本とする。

協定どおり合併時に実施

平成20年度「奥州市観光基本構
想」、平成24年度「奥州市観光基
本計画」を策定

24-16 商工、観光関係
事業

1
24-15 農林関係事業
（続き）

(14)中山間地域等直接支払交付金については、次期対策が
平成17年度から実施されることから、次期対策期間中は、
各市町村の計画のとおり新市に引き継ぐ。

(15)農畜産物のブランドについては、合併後の農畜産物等
の生産振興と販売戦略を強固にするため、各市町村におい
て確立されているブランドを最大限に活用するとともに、
新市にふさわしいブランドの確立に努める。

(1) 観光イベントについては、現行のとおり新市に引き継
ぎ、合併後、イベントへの関わり方や新たなイベント等の
創設を検討する。

(12)社団法人水沢農業公社、社団法人江刺市畜産公社及び
財団法人胆沢農業振興公社については、施設は現行のとお
り新市に引き継ぐ。農地保有合理化促進事業などのソフト
事業は、合併後統一する方向で検討する。

1
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

平成23年度から観光施設等検討会
議（庁内組織）にて運営形態等の
協議、検討を実施

協定どおり合併時に実施

平成23年度から観光施設等検討会
議（庁内組織）にて運営形態等の
協議、検討を実施

(4) 企業立地推進事業については、現行の制度を基本に合
併時に統一する。

ただし、継続事業については、現行のとおり新市に引き
継ぐ。

協定どおり合併後に実施

平成19年から20年にかけ、市内５
商工団体(水沢商工会議所、江刺商
工会議所、前沢商工会、胆沢商工
会、衣川商工会)が統合を検討
平成21年４月に奥州商工会議所(水
沢、江刺、胆沢、衣川)が設立

(前沢商工会はそのまま)

【平成20年度までの補助制度】

・水沢商工会議所事業補助金
・江刺商工会議所運営補助金
・前沢商工会運営補助金
・胆沢商工会事業補助金
・衣川商工会育成事業補助金

【平成21年度以降の補助制度】

・奥州商工会議所事業補助金
・前沢商工会運営補助金

24-16 商工、観光関係
事業（続き）

協定どおり合併時に実施

(3) 観光施設等の設備及び管理については、現行のとおり
新市に引き継ぎ、合併後、運営形態等について検討する。

(2) 温泉保養施設の管理運営については、現行のとおり新
市に引き継ぎ、合併後、運営形態等について調整する。

(5) 商工会議所及び商工会補助制度については、合併後に
調整する。

1
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

※平成21年度のみ設立初年度の活
動支援のため「奥州商工会議所設
立事務整備事業補助金」を設置
平成27年度以降、両補助制度と
「中小企業経営改善普及事業補助
金」を統合し、「商工団体事業補
助金」を設置

(6) 中小企業融資制度及び利子補給制度については、水沢
市の例を基本に合併時に統一する。ただし、従前の利子補
給に係るものは、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

建設関係事業については、地域の実情や事業形態等に応じ
ながら次のとおり調整する。

道路関係事業については、次のとおりとする。

(1) 市町村認定道路は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

協定に遅れ合併後に実施

平成19年４月27日「奥州市道路管
理規則」制定により認定基準を整
備

協定どおり合併時に実施

平成19年度に出動基準、委託単価
等統一

公営住宅関係事業については、次のとおりとする。

(1) 公営住宅は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

合併前の旧市町村で家賃算定に用
いられる利便性係数の計算式等に
差異があったため、係数設定にか
かる考え方を整理・統一し、平成
28年度の入居者から新基準として
適用

1

2

24-17 建設関係事業

24-16 商工、観光関係
事業（続き）

1

(2) 市道の認定基準は、合併時に新たに定める。

(3) 道路除雪事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、実施
方法は地域性を考慮し、合併後に調整する。

(2) 公営住宅の家賃の算定方法は、公営住宅法に基づき、
合併後に決定する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成24年度「奥州市市営住宅保全
計画（長寿命化計画）」を策定
平成25年度から令和６年度まで12
年間の計画期間
平成29年度「奥州市住生活基本計
画」を策定
平成30年度から令和９年度まで10
年間の計画期間

都市計画関係事業については、次のとおりとする。

(1) 都市計画区域は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

平成21年度「奥州市都市計画マス
タープランを策定
平成17年を基準年次とし、平成22
年から20年後の令和12年を目標年
次とした計画

(3) 土地区画整理事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

上水道事業については、地域の実情や事業形態等に応じな
がら次のとおり調整する。

協定どおり合併後に実施

平成20年３月11日水道事業経営認
可取得

【上水道事業】

平成19年度に「奥州市地域水道ビ
ジョン」を策定
平成29年度に「奥州市水道事業ビ
ジョン」を策定
平成30年度から「第２次奥州市水
道事業中期経営計画」を実施

24-17 建設関係事業
（続き）

2
(3) 老朽化に伴う改善、改修及び建替えの維持保全計画
（ストック活用計画）は、住宅マスタープランとともに合
併後策定する。

3 (2) 地域地区、都市施設及び地区計画は、現行のとおり新
市に引き継ぐ。

(1) 上水道事業及び簡易水道事業計画については、合併後
に策定する。ただし、新計画が策定されるまでの間は、５
市町村の計画を引き継ぎ、運用する。

24-18 上水道事業 1
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

【簡易水道事業】

段階的に上水道への統合を進め、
平成30年４月１日に簡易水道事業
の統合完了

(2) 水道会計については、合併時に地方公営企業法適用事
業の上水道事業会計及び地方公営企業法非適用事業の簡易
水道事業会計をそれぞれ一会計に統一する。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施

平成20年７月１日から口径別従量
料金制に統一
平成27年４月計量分より現行料金
に改正

協定どおり合併時に実施

手数料、負担金とも水道料金と合
わせ平成20年７月１日から統一

(5) 水道施設の維持管理については、現行のとおり新市に
引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

下水道事業については、地域の実情や事業形態等に応じな
がら、次のとおり調整する。

協定どおり合併後に実施

平成20年に「奥州市公共下水道全
体計画」を策定

平成30年３月に第２次計画を策定

(3) 水道料金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、
平成20年度を目途に口径別従量料金制で統一する。

(4) 手数料及び負担金については、現行のとおり新市に引
き継ぎ、水道料金に併せて統一する。

24-19 下水道事業 1

24-18 上水道事業（続
き）

1

(1) 汚水処理に係る事業計画については、合併後に策定す
る。ただし、新計画が策定されるまでの間は、５市町村の
計画を引き継ぎ、運用する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

(2) 公共下水道事業については、次のとおりとする。

協定どおり合併後に実施
使用料は平成21年６月より統一、
受益者負担金は平成23年４月より
統一
使用料は平成22年度まで激変緩和
措置を適用
協定どおり合併後に実施
受益者負担金統一と併せ平成23年
４月に統一

(3) 農業集落排水事業については、次のとおりとする。

協定どおり合併後に実施
平成21年６月改正
使用料は平成22年度まで激変緩和
措置を適用
協定どおり合併時に実施
統一基準として平成18年２月「奥
州市農業集落排水事業 分担 金条
例」を制定
協定どおり合併後に実施
平成21年６月より使用料を統一
使用料について、浄化槽は平成22
年度まで、汚水処理施設は平成24
年度まで激変緩和措置を適用

(5) 各種施設の維持管理については、現行のとおり新市に
引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併時に実施
平成18年２月「奥州市排水設備改
造資金融資あっせん及び利子補給
金交付規則」を制定

①使用料及び受益者負担金は、現行のとおり新市に引き継
ぎ、平成20年度を目途に統一する。

24-19 下水道事業（続
き）

1

②受益者負担金に係る報奨金制度及び納期は、現行のとお
り新市に引き継ぎ、受益者負担金の統一に併せて調整す
る。

①使用料は、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成20年度を
目途に従量料金制を基本に統一する。

②分担金は、事業完了及び事業実施中の地区は、現行のと
おり新市に引き継ぐ。ただし、合併後新たに事業着手する
地区に係る分担金は、新市における統一基準により算定す
る。

(6) 排水設備改造資金に係る融資あっ旋及び利子補給制度
については、合併時に統一する。ただし、合併前に貸付さ
れた資金に対する利子補給額等は、現行のとおり新市に引
き継ぐ。

(4) 浄化槽使用料及び汚水処理施設（コミュ二ティプラン
ト）使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平
成20年度を目途に統一する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

平成20年度「奥州市教育振興基本
計画」策定

平成28年度第２次計画を策定

協定どおり合併時に実施

合併以降、以下のとおり学校再編
を実施
・平成26年４月に前沢地域内の７
小学校を統合し「前沢小学校」を
設置
・平成29年４月に胆沢地域内の３
中学校を統合し「胆沢中学校」を
設置
・平成31年４月に江刺地域の田原
中学校を江刺第一中学校に統合

協定どおり合併時に実施

令和２年度「奥州市学 校再 編計
画」策定
平成29年度「奥州市立教育・保育
施設再編計画」策定

協定どおり合併後に実施

平成20年度に給食提供回数を統一

協定どおり合併後に実施

平成20年度に単価を統一、経理方
法を公会計に統一
協定を前倒し平成18年度に保育料
を統一
第３子以降の保育料軽減措置は合
併時に統一

協定どおり合併時に実施

平成19年度に幼稚園就園奨励費補
助事業を統一

1 教育基本計画については、合併後、速やかに策定する。

24-20 学校教育事業

2
小、中学校通学区域については、当面現行のとおりとし、
必要に応じて合併後に調整する。

3
学校、幼稚園等の整備については、５市町村の計画を尊重
し行う。

4 学校給食の運営については、合併後に調整する。

5
学校給食費については、現行のとおりとし、平成20年度を
目途に統一する。なお、経理方法は、公会計に統一する。

6

幼稚園保育料については、現行のとおりとし、前沢町及び
胆沢町の例を基本に、平成19年度を目途に統一する。な
お、世帯内第３子以降の保育料軽減措置は、胆沢町の例に
より合併時に統一する。

7
幼稚園就園奨励費補助については、現行のとおり新市に引
き継ぎ、江刺市の例により平成19年度を目途に統一する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併後に実施

施設毎に保護者や地域のニーズに
対応する形で預かり事業を実施

9
奨学金制度については、基金運用を基本とし、合併時に統
一する。ただし、合併前の貸与に係るものは、現行のとお
り新市に引き継ぐ。

協定どおり合併時に実施

10
スクールバスの運行については、現行のとおり新市に引き
継ぐ。

協定どおり合併時に実施

1
文化振興事業については、地域の発展、文化の向上及び文
化財の保護活用を図るよう取り扱うものとする。

協定どおり合併時に実施

協定どおり合併後に実施

文化会館及び資料館を平成18年度
から段階的に指定管理
※平成18年４月から市文化会館、
ささらホール、平成20年４月から
前沢ふれセン、胆沢文創（郷土資
料館含む）を指定管理
武家住宅資料館は直営、衣川歴史
ふれあい館は平成22年４月から指
定管理

牛の博物館及び各記念館は直営

協定どおり合併時に実施

※令和３年４月から使用料を見直
し（使用時間区分の統一、ほぼ一
律10％増額）

協定どおり事業を推進

【主な事業等】

世界遺産登録に向け主要遺跡の一
部を平成18年度から公有地化
令和３年３月に「史跡柳之御所・
平泉遺跡群 白鳥舘遺跡、長者ケ原
廃寺跡整備基本計画」を策定

3 文化施設の使用料については、当面現行のとおりとする。

文化遺産については、新市の歴史を象徴する主要遺跡の保
存、整備並びに活用を図るとともに、「平泉の文化遺産」
世界遺産登録とあわせて新市の主要事業として推進する。

4

24-21 文化振興事業

8
幼稚園預かり事業については、私立幼稚園や保育園との均
衡を図りながら、合併後に統一する。

24-20 学校教育事業
（続き）

2
文化会館、博物館、資料館、記念館等の文化施設について
は、現行のとおり新市に引き継ぎ、管理運営は、合併後に
調整する。
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

平成21年から令和元年まで胆沢城
跡整備
平成22年２月22日接待館遺跡が国
指定史跡に指定

協定どおり合併後に実施

施設の規模や機能、地域特性など
により各設毎が主体的に事業を実
施

協定どおり合併時に実施

平成24年度に全ての公民館を廃止
し地区センター化

公民館機能を地区センターに継承

協定どおり合併後に実施

平成23年度に設置した協働のまち
づくり交付金制度等の 活用 によ
り、地域の特性を活かした事業を
実施

協定どおり合併時に実施

管理運営について、平成20年度か
ら開館時間を統一、平成23年２月
に図書管理システム、貸出条件等
も統一

協定どおり合併後に設置

平成18年「奥州市スポーツ推進審
議会条例」を制定、同年に「奥州
市スポーツ推進審議会」を設置

2 社会体育施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 協定どおり合併時に実施

24-23 社会体育事業
1 スポーツ振興審議会については、合併後に設置する。

24-22 社会教育事業

1 公民館等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

2
各種事業については、５市町村のそれぞれの特色を活か
し、合併後に調整する。

3
図書館については、現行のとおり新市に引き継ぎ、管理運
営は、平成22年度を目途に合併後調整する。

5
文化会館自主事業については、当面現行のとおりとし、合
併後に各施設の機能分担と補完関係を整理検討のうえ、統
一的な運営を図る。

4

24-21 文化振興事業
（続き）
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番号 協定項目 枝番 協定内容 実施、適用状況等

協定どおり合併時に実施

使用料の調整については平成24年
度「奥州市スポーツ施設使用料減
免規則」制定
令和３年度より使用料及び減免基
準を見直し

協定どおり合併後に実施

平成18年度「奥州市小中学校施設
の開放に関する規則」制定
令和２年度に学校開放事業を見直
し従来規則を廃止、「奥州市学校
施設の開放に関する条例」制定

協定どおり合併後に実施

事業の開催方法等を見直し、平成
20年度から実施

25 新市建設計画について 1
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりと
する。

協定どおり合併時に実施

24-23 社会体育事業
（続き）

5
各種事業については、５市町村のそれぞれの特色を活か
し、合併後に調整する。

4 学校施設開放事業については、合併後に調整する。

3
社会体育施設使用料については、当面現行のとおりとし、
平成20年度を目途に調整する。
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